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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14条の4第 1項の許可を受けた者であ
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2.積替え又は保管を行 うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所ごとの積替え又は保管を行 う

特別管理産業廃葉物の種類、積替えのための保管上限及び積み上げることができる高さ
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2項の規定による許可証の提出の有無   無

以上 1種類 (積替え・保管行為を含まない。)
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